
－熊本県後期高齢者歯科口腔健康診査のおおまかな流れ－ 
 

１．後期高齢者が来院されたら、 

・後期高齢者保険証を確認 

・歯科受診券（左下）を切り離し、残りは受診者へ  

返す（医科と間違わないように） 

↓ 

２．「質問票」に記入してもらい、歯科口腔健診を行う。 

↓ 

３．健診後「健診票」に記入する。 

・後期高齢者保険者番号、被保険者番号を記載 

   ・受診券番号 → 受診券整理番号（１１桁）を記載 

   ・医療機関コード → ４３３＋自診療所の医療機関コードを記載 

（４３熊本県、３歯科） 

・「健診票」の内容を「指導票」に転記 

・「健診票」を２部コピー、「質問票」を１部コピー 

↓ 

４．窓口にて４００円負担。健診者へは「健診票」と「指導票」を渡す。 

↓ 

５．熊本市歯科医師会事務局へ、「健診票」と「質問票」を送付。 

「健診票」「質問票」の原本は各歯科医院で保管する。 

↓ 

熊本市歯科医師会にてデータ入力し、国保連合会へ請求。 

↓ 

国保連合会より、各健診医療機関へ入金（３，８９０円） 

↓ 

熊本県歯科医師会にて、手数料として１００円引き落とし 

↓ 

熊本県歯科医師会より、熊本市歯科医師会へ入金（１００円×健診機関数） 


